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一部変更 空幕総第７８９号例規（令和２年６月２４日）

全部隊長

全機関の長
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航空幕僚長

防衛功労章、外国勲章等の着用要領について（通達）

標記について、別紙により実施されたい。

なお、外国勲章等及び外国勲章等の略綬の着用要領について（通達）

（空幕総第６９２号２３．７．６）（航空自衛隊報第１５２９号掲載）は
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別紙

防衛功労章、外国勲章等の着用要領

１ 趣旨

自衛官服装規則（昭和３２年防衛庁訓令第４号）第１７条の規定に基

づき防衛功労章及び部隊功績貢献章並びに同規則第４条第２項に規定す

る外国勲章等及び外国勲章等の略綬の着用に関し、必要な事項を定める

ものである。

２ 防衛功労章等の着用要領

(1) 防衛功労章及び部隊功績貢献章は、第１種礼装、第２種礼装又は通

常礼装に着用することができる。

(2) 着用要領は、防衛記念章の制式等に関する訓令（昭和５６年防衛庁

訓令第４３号）第６条の規定を準用する。

(3) 着用位置は、付図のとおり。

なお、綬を付けない場合の防衛功労章は、従前の例により右胸に着

用し、防衛記念章は左胸に着用することができる。

３ 外国勲章等の着用要領

(1) 留意事項

外国勲章等及び外国勲章等の略綬は、外国の君主若しくは政府又は

国際連合が個人の功績とその栄誉を表彰することを目的として授与す

るものであることから、これらの着用に当たっては、勲章等着用規程

（昭和３９年総理府告示第１６号）、略綬略章着用規程（平成１５年

内閣府告示第９号）及び制服用の略綬に関する規程（平成１５年内閣

府告示第１０号）を遵守し、誤用のないよう厳正を期するとともに、

国内外の儀礼について十分配慮するものとする。

(2) 外国勲章等

ア 外国勲章等は、自衛官服装規則第４条第２項の規定により防衛大

臣から着用を認められた者が、次の場合に着用することができる。

(ｱ) 自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）第１２条に

規定する儀式に第１種礼装又は通常礼装（第２種夏服を除く。）

で参列する場合において、儀礼上必要があるとき。

(ｲ) 次の行事等に第１種礼装、第２種礼装又は通常礼装（第２種夏

服を除く。）で参加等する場合において、儀礼上必要があるとき。

ａ 拝謁、参賀等

ｂ 公の儀式又は招宴

ｃ 外国の機関又は文武官に対する公式訪問

ｄ その他部隊等の長が必要と認めた場合
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イ 着用位置は、付図のとおり。

なお、付図の例により着用することが適当でない外国勲章等につ

いては、当該外国勲章等の授与時における着用要領による。

(3) 外国勲章等の略綬

ア 外国勲章等の略綬は、自衛官服装規則第４条第２項の規定により

防衛大臣から着用を認められた者が、常装、通常礼装又は第１種礼

装の場合に着用することができる。

イ 着用要領は、防衛記念章の制式等に関する訓令第６条の規定を準

用するものとする。

４ その他

(1) 外国勲章等と防衛功労章等を併せて着用する場合は、外国勲章、防

衛功労章、部隊功績貢献章、記章の順序に着用するものとする。

(2) 外国勲章等の略綬と防衛記念章を併せて着用する場合は、外国勲章

の略綬、防衛記念章、記章の略綬の順序に着用するものとする。

(3) 授与された防衛功労章及び部隊功績貢献章並びに外国勲章等につい

て、全て着用することが困難な場合又は多数着用することにより、制

服の形状や外観を損なう場合は着用数を減ずることができる。



２  

付図  

 

着用位置（基準）  

 

１  冬服（第１種夏服、第２種夏服）上衣  

(1)  １～３個着用時 (１段 )  

 

 
 

 (2) ４～６個着用時 (２段 ) 

 
 

(3) ７～９個着用時 (３段 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11mm 

44mm 

１段目  
２段目  
３段目  

77mm 

１段目  

１段目  
２段目  

1/2 1/2 
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２  女性冬服（女性第１種夏服、女性第２種夏服）上衣  

 (1) １～２個着用時 (１段 )   

 

 
 (2) ３～４個着用時 (２段 ) 

 
 

 (3) ５～６個着用時 (３段 )   

   
 

 

 

 

 

 

11mm 

44mm 

１段目  

１段目  

２段目  

1/2 1/2 

１段目  
２段目  
３段目  

77mm 
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３  礼服冬（夏）上衣  

 (1) １～２個着用時 (１段 )   

 

 

 (2) ３～４個着用時 (２段 ) 

 

 

 (3) ５～６個着用時 (３段 )   

 

 

 

 

 

33mm 

66mm 

２段目  

１段目  

１段目  

２段目  
３段目  

注：横位置は左襟端を基準とす

る。  

80mm 



  ５」  

４  女性礼服冬（夏）上衣  

 (1) １～２個着用時 (１段 )   

 

 

 (2) ３～４個着用時 (２段 ) 

 

 

 (3) ５～６個着用時 (３段 )   

 

 

 

 

 

33mm 

66mm 

２段目  

１段目  

１段目  

２段目  
３段目  

注：横位置は左襟端を基準とす

る。  

70mm 


